
霞台厚生施設組合告示第 15 号 

 

 霞台厚生施設組合公の施設に係る指定管理者の手続等に関する条例（令和 2

年霞台厚生施設組合条例第 4 号）の規定に基づき，次のとおり指定管理者を指

定したので告示します。 

 

令和 4 年 10 月 27 日 

霞台厚生施設組合   

管理者 谷島 洋司  

 

 

１ 施設の名称 

霞台厚生施設組合地域還元施設みらい交流館 

 

２ 指定管理者となる団体の所在地及び名称 

   水戸市千波町 2292 番地  

   株式会社スポーツプラザ山新 

 

３ 指定の期間   

   令和 5 年 4 月 1 日から令和 10 年 3 月 31 日まで 

 


